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経済産業大臣 宛て  

 
 

電力取引監視等委員会委員長 
 
 
 

「適正な電力取引についての指針」の改定に関する建議について 
 
 
 
経済産業省は、公正取引委員会と共同して、電力市場の参加者に対する適正

な取引の指針として「適正な電力取引についての指針」を定めているところ、

本年４月１日より「電気事業法等の一部を改正する法律」（第２弾改正）が施行

され、小売参入が全面自由化されること等を踏まえ、同指針についても改定を

行うことが必要です。 
ついては、「適正な電力取引についての指針」を別添の新旧対照表のとおり改

定することが、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認められるこ

とから、電気事業法第６６条の１３第１項の規定に基づき、貴職に建議いたし

ます。 
 


